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夏は熱中症に要注意!!
『熱中厚生労働省の発表によると昨年、

による死亡労働災害事故は２２件発生し症』

ており、建設業ではその８割強にあたる１８

件も発生しているそうです。

は気温が体温と同じ、もしくは『熱中症』

超えると体温調整がうまく出来なくなり倒れ

込む等の症状が現れるものを総称したもの

で、最悪の場合には あり、一年死に至る事も

の内で気温が最も高くなる夏に多く発生しま

す。また、気温 ℃以下であっても、湿度が30

高いと汗が蒸発しにくくなるために、放熱が

進まず、『熱中症』になることもあります。

この事から、直射日光で高温環境となる屋外

作業だけで無く、屋内作業であっても『熱中

症』になる事があるので注意が必要です。な

『熱中お、『熱射病』は太陽の直射により

が引き起こされた状態について呼んでい症』

ます。

【熱射病】

発汗停止、めまい、悪心、頭痛、耳鳴り、

いらいらなどがみられ、混迷、昏睡、嘔吐や

下痢をともなう場合があります。体温調節機

能の失調、体温または脳温の上昇を伴う中枢
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平 成 １ ５ 年 度 直 轄 請 負 工 事 事 故 の 発 生 状 況

今年度７月末までの直轄請負工事事

故の発生件数は４１件（速報値）とな

っております。これは過去最悪の事故

発生件数（１７０件）であった昨年度

の同時期に並ぶ件数です。昨年度の８

月までの発生件数は５４件、ワースト

２位の平成１３年度（総件数は１４９

件）では３７件であり、今後の事故発

生件数の行方が気になる状況です。

今年度すでに事故が発生してしまっ

た事務所はもとより、各事務所におか

れましては、発生した事故の教訓を生

かして事故発生“０（ゼロ）”を目指

して下さい。

神経障害が原因と考えられています。致命率

も高いので、意識の混濁が見られる場合には

医療施設へ緊急搬送する必要があります。

【熱痙攣（けいれん）】

四肢や腹部の筋肉に痛みを伴い、発作的に

けいれんを起こします。大量の汗で体内の塩

分が失われたのが原因です。

【熱虚脱】

体の倦怠感、脱力感、めまいの他に意識が

混濁し、倒れることもあります。高温環境に

長い時間いた為、心拍数の増加が一定限度を

超えたのが原因です。

【熱疲労（熱疲弊）】

初期には激しい口の渇きや尿量低下があ

り、その後、倦怠感、興奮、高体温、昏睡が

見られます。大量の発汗で、血液が濃縮され

て心臓の負担が増加し、血液分布が異常にな

ったのが原因です。

高温・多湿となる現場では、現場監督者等

は裏面に記載した事柄を参考に作業員の健康

状態に気をつけて、安全な施工に努めましょ

う。



（平成１５年７月３１日現在）７月の事故速報

発生日時 発生場所 事 故 の 状 況

７月８日 法面防護工事おいて、作業員が落石防護柵のア

兵庫県 ンカーの写真撮影をした後、現場事務所に戻る

９：００ 為、仮設通路を歩行中に、めまいが生じて通路を

踏み外し約１２ｍ下まで転落した。

〔 作業員：頸椎損傷の恐れ 〕

７月１２日 道路改良舗装工事において、片側２車線の内、

京都府 路面切削した走行車線の境界部に単管バリケード

２３：２５ を仮設して、追い越し車線を通行帯としていたと

ころ、単管バリケードが何らかの理由により走行

車線の内側へ移動していた為、通行中の原付バイ

クが切削箇所へ進入してしまい、追い越し車線へ

戻ろうとした際に、段差にタイヤが取られて転倒

した。

〔 第三者：右手、右足擦過傷 軽傷 〕

７月１３日 ７月１２日（２３：２５）と同じ工事箇所で、

京都府 通行中の一般車（２ｔダンプトラック）が左タイ

０：３７ ヤを走行車線の切削箇所の段差に落としてしま

い、追い越し車線へ戻ろうとハンドルを右に切っ

たところ、切り過ぎで車道の右側路肩に設置して

あったフェンスに衝突して停止した。

〔 物損：一般車（2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ）破損 〕

７月１３日 ７月１３日（０：３７）に発生した事故の影響

京都府 で通行止めとなった事故箇所を、一般車（４ｔ貨

１：００ 物車）が迂回しようと道路高架下の横断路を通行

したところ、高さ制限柱（高さ制限３ｍ）の制限

バーに車体がはまり込んで立ち往生する事態にな

った。

〔 物損：一般車（４ｔ貨物車）破損 〕

７月１４日 道路維持作業で、橋梁の調査を行うために一般

兵庫県 国道の路肩に作業車を駐車させていたところ、走

９：５０ 行して来た居眠り運転の一般車が追突した。

〔 物損：作業車 バンパー等 損傷 〕

７月１７日 斜面対策工事において、作業構台に単管パイプ

兵庫県 を仮置きしていたところ、運搬用モノレールの軌

１７：３０ 道上に張り出していた部分にモノレールが接触し

ているのに気が付いた作業員が手を出した時に、

モノレール運転手が前進させた為に弓なりになっ

ていた単管パイプが戻り作業員の手が挟まった。

〔 作業員：左手骨折 〕

７月１８日 橋梁下部工事において、設置した仮歩道を通学

兵庫県 途中の女子中学生が、自転車で通行中に運転を誤

７：２０ って仮設柵に接触して転倒した。

〔 第三者：膝擦過傷 〕

【熱中症にかかりやすい者】

・新規入場者（暑さに慣れていない）

・高齢者（体力的に衰えがある）

・体調不良者（前日に深酒した者など）

・肥満の者（上がった体温が下がりにくい）

・高血圧、糖尿病、汗腺障害のある者

・性格的に我慢強い、まじめ、引っ込み思案な者

など（体の異常を表に出さない）

・寒冷地からの出稼ぎ者（暑さに慣れていない）

・お酒好き（前日の深酒による体調不良

や、仕事が上がってから飲酒を美味し

くする為に水分の取り控える者）

・夜遊び(徹夜)好き（睡眠不足、休養不足）

【予防策】

・水分と塩分などミネラルの補給を15分～20分ご

とに行う（梅干しやスポーツドリンクなど）。

・休憩を日陰などで定期的にとらせる。

・衣服の素材は綿など、汗で濡れても肌に密着せ

ず通気性の良いものを着用するよう指導する。

・睡眠は充分にとるように指導する。

・高齢者や熱中症経験者等については暑い環境下

での作業を軽くする等の配慮を行う。

・作業中、各作業員の顔色や発汗状態などをチェ

ックし、声を掛ける。

【応急処置】

・衣服を緩め、冷房のある部屋や風通しの良い日

陰などで安静にさせる。

・冷やしたスポーツドリンクを半分水割りにして

与える。

・氷、保冷剤等で首筋、脇下、太股の付け根な

ど、太い血管の上を冷やす。

発生日時 発生場所 事 故 の 状 況

７月１８日 遮音壁設置工事において、ユニック車から資材

和歌山県 を吊り下ろし作業を行っていたところ、ブームの

２２：４２ 一部が私鉄の特別高圧線（ )に接近し過ぎ2,200V
て帯電帯に進入し、過電流により一時停電となっ

た。

〔 物損：私鉄施設で約１分間停電 〕

７月２４日 道路維持作業で、登坂車線の路面不陸箇所を応

奈良県 急処置する為に、ブレーカーで取り壊していたと

９：２０ ころ、誤って舗装内に埋設されていた温度センサ

ーをブレーカーで切断した。

〔 物損：温度センサー １条切断 〕

７月２４日 街路樹維持作業で、歩道部の植樹帯について剪

大阪府 定及び除草していたところ、車道で作業員がかざ

１１：３０ していた飛石防止用ネットが風に煽られて通行中

の一般車（トラック）のミラーに接触した。

〔 物損：一般車の左ミラー 〕

７月２４日 中央分離帯設置工事において、既設ガードレー

奈良県 ルの支柱を４ｔユニック車で、引き抜いていたと

１２：４０ ころ、玉掛けワイヤーが切れて跳ね上がり、通行

中の一般車（乗用車）に接触した。

〔 物損：一般車（乗用車）一部損傷 〕

７月２９日 海岸改良工事において、土運船がクレーン付台

兵庫県 船に接舷する際に、作業員が土運船のタイヤ防舷

９：３０ 材とクレーンウィンチローラーに挟まれた。

〔 作業員：右足大腿部打身 〕

７月２９日 舗装工事において、マンホールの調査が終了

京都府 し、作業員が外していたマンホール蓋を戻そうと

１７：３０ した際に、誤って自分の足の上に落とした。

〔 作業員：右足甲部 打撲 〕

７月３０日 橋梁塗装工事において、足場を設置する為に、

滋賀県 左折レーンをセーフティーコーン等で通行規制し

１１：４５ ていたところ、渋滞を避けようと４台の一般車が

規制内に進入し、その内の１台が通行帯へ戻る際

に他の一般車と接触した。

〔 物損：一般車２台 車体一部損傷 〕


